広島市医師会運営・安芸市民病院への自動販売機設置者の募集に係る申込資格

１　以下のいずれかに該当する方は、申し込みを行うことができません。
1 契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人、被保佐人、契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人及び法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者）及び破産者で復権を得ない者  
⑵　広島市長との契約に関し、次のいずれかに該当すると認められた後３年（広島市長が３年の範囲内で別に期間を定めた場合にあっては、その期間）を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは申込代理人として使用する者。
ア　契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ　正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ　この号（このキを除く。）の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
⑶　資格審査申請のときにおいて広島市税並びに消費税及び地方消費税のいずれかを滞納している者
⑷　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員
⑸　広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定による公表が現に行われている者
⑹　広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針（市民局市民安全推進課策定。平成２４年４月１日施行）に定める暴力団密接関係者として広島県警察本部が認定した者

２　申込者は、以下の資格が必要です。
⑴　募集期間の初日から過去３年以内に、国又は地方公共団体の施設に、自らが管理・運営する自動販売機を設置した実績を有している者
⑵　募集開始日から事業者決定までの間に、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者
⑶　あらかじめ、広島市医師会運営・安芸市民病院新棟の自動販売機等設置申込書を提出して、審査の結果資格が有ると認められた者
